
 

 

議案第３９号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
事務の種類 手数料の額 

１ 法第６条第１項又は第

１８条第２項（法第８７

条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定

による建築物に関する確

認の申請又は計画の通知

に対する審査（次項及び

第２項の２に規定するも

のを除く。) 

 ⑴ 床面積の合計が３０ 

平方メートル以下のも 

の 

 ⑵ 床面積の合計が３０

平方メートルを超え１

００平方メートル以下

のもの 

⑶ 床面積の合計が１０ 

０平方メートルを超え 

２００平方メートル以 

下のもの 

 ⑷ 床面積の合計が２０ 

０平方メートルを超え 

３００平方メートル以 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき ８ 

，０００円 

 

１件につき ２

０，０００円 

 

 

１件につき ３

４，０００円 

 

 

１件につき ３

６，０００円 

 

事務の種類 手数料の額 

１ 法第６条第１項又は第

１８条第２項（法第８７

条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定

による建築物に関する確

認の申請又は計画の通知

に対する審査（次項に規

定するものを除く。） 

 

⑴ 床面積の合計が３０ 

平方メートル以下のも 

の 

 ⑵ 床面積の合計が３０

平方メートルを超え１

００平方メートル以下

のもの 

⑶ 床面積の合計が１０ 

０平方メートルを超え 

２００平方メートル以 

下のもの 

⑷ 床面積の合計が２０ 

０平方メートルを超え 

５００平方メートル以 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき ７ 

，０００円 

 

１件につき １

４，０００円 

 

 

１件につき ２

４，０００円 

 

 

１件につき ３

１，０００円 

 



 

 

下のもの 

 ⑸ 床面積の合計が３０ 

０平方メートルを超え 

５００平方メートル以 

下のもの 

⑹ ［略］ 

⑺ ［略］ 

⑻ ［略］ 

⑼ ［略］ 

⑽ ［略］ 

 

１件につき ３

９，０００円 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

２ 法第６条第１項又は第

１８条第２項の規定によ

る建築物に関する確認の

申請又は計画の通知に対

する審査（当該確認申請

等に係る計画に法第８７

条の４に規定する昇降機

に係る部分が含まれるも

のに限り、次項に規定す

るものを除く。） 

 

⑴ 昇降機を含む建築物 

を建築するもの（次号 

から第４号までに規定 

するものを除く。） 

前項に規定す

る確認の申請又

は計画の通知に

係る手数料の区

分に応じ、それ

ぞれ当該手数料

の額に、昇降機

１基ごとに１４ 

，０００円（小

荷物専用昇降機

については、５ 

，０００円）を

加算した額 

 

 

⑵ 確認を受けた建築物 

の計画及び確認を受け 

た昇降機の計画の変更 

をして建築物を建築す 

るもの 

前項に規定す

る確認の申請又

は計画の通知に

係る手数料の区

分に応じ、それ

ぞれ当該手数料

の額に、計画の

変更をする昇降

機１基ごとに７ 

，０００円（小

荷物専用昇降機

については、４ 

，０００円）を

加算した額 

 

下のもの 

 

 

 

 

⑸ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

⑺ ［略］ 

⑻ ［略］ 

⑼ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

２ 法第６条第１項又は第

１８条第２項の規定によ

る建築物に関する確認の

申請又は計画の通知に対

する審査（当該確認申請

等に係る計画に法第８７

条の４に規定する昇降機

に係る部分が含まれるも

のに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 昇降機を含む建築物 

を建築するもの（次号 

から第４号までに規定 

するものを除く。） 

第１項に規定

する確認の申請

若しくは計画の

通知に係る手数 

料の区分に応じ、

それぞれ当該手 

数料の額又は前 

項に規定する手 

数料の額に、昇 

降機１基ごとに 

１４，０００円 

（小荷物専用昇 

降機については、

５，０００円） 

を加算した額 

⑵ 確認を受けた建築物 

の計画及び確認を受け 

た昇降機の計画の変更 

をして建築物を建設す 

るもの 

第１項に規定

する確認の申請

若しくは計画の

通知に係る手数 

料の区分に応じ、

それぞれ当該手 

数料の額又は前 

項に規定する手 

数料の額に、計 

画の変更をする 

昇降機１基ごと 

に７，０００円 

（小荷物専用昇 

降機については、

４，０００円） 



 

 

 

⑶ 確認を受けた建築物 

のみの計画の変更をし 

て建築物を建築するも 

 の 

前項に規定す

る確認の申請又

は計画の通知に

係る手数料の区

分に応じ、それ

ぞれ当該手数料

の額と同一の額 

 

 

 

 ⑷ ［略］ ［略］ 

２の２ 法第６条第１項又

は第１８条第２項の規定

による建築物に関する確

認の申請又は計画の通知

に対する審査（当該確認

申請等に係る計画が建築

物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律（ 

 平成２７年法律第５３号。

 以下「建築物省エネ法」

という。）第１１条第１

項ただし書（同条第２項

において準用する場合を

含む。）又は第１２条第

２項ただし書（同条第３

項において準用する場合

を含む。）の規定に基づ

く場合に限る。ただし、

建築物省エネ法第１１条

第６項及び第１２条第７

項に規定する適合判定通

知書の交付その他の認定

等を受けた場合を除く。

） 

第１項に規定

する確認の申請

若しくは計画の

通知に係る手数 

料の区分に応じ、

それぞれ当該手 

数料の額又は前 

項に規定する手

数料の額に、次

の各号に掲げる

区分に応じ、当

該各号に定める

額を加算して得

た金額 

 

 ⑴ 建築物エネルギー消

費性能適合性判定を行

うことが比較的容易な

特定建築行為として、

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第

５号）第２条第１項第

１号イ又はロの基準に

適合するもの 

 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

 

一の建築物につ

き １４，００

を加算した額 

⑶ 確認を受けた建築物 

のみの計画の変更をし 

て建築物を建築するも 

の 

第１項に規定

する確認の申請

若しくは計画の

通知に係る手数 

料の区分に応じ、

それぞれ当該手 

数料の額又は前 

項に規定する手 

数料の額と同一 

の額 

 ⑷ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ル未満のもの ０円 

   (イ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

一の建築物につ

き １６，００

０円 

  イ 住宅用途を含む建 

築物の住宅部分 

 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

一の建築物につ

き ２７，００

０円 

   (イ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

一の建築物につ

き ４３，００

０円 

 

   (ウ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

一の建築物につ

き ６８，００

０円 

 

   (エ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

一の建築物につ

き ８８，００

０円 

 ⑵ 前号の基準に適合す

るものとして確認を受

けた建築物の計画を変

更して建築物を建築（

当該計画変更により同

基準への適合審査が新

たに生じない建築を除

く。）するもの 

 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

 

一の建築物につ

き ７，０００

円 

   (イ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

一の建築物につ

き ８，０００

円 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

 

 

一の建築物につ

き １３，５０

０円 

(イ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

一の建築物につ

き ２１，５０

０円 

 

   (ウ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

一の建築物につ

き ３４，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

００平方メートル 

未満のもの 

 

   (エ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

一の建築物につ

き ４４，００

０円 

３・４ ［略］ 

５ 法第７条第４項又は第

１８条第２１項の規定に

よる建築物に関する完了

検査（次項から第７項の 

 ２に規定するものを除く。

） 

 

 

 

 

 

 ⑴ 床面積の合計が３０

平方メートル以下のも

の 

１件につき １

５，０００円 

 ⑵ 床面積の合計が３０

平方メートルを超え１

００平方メートル以下

のもの 

１件につき ２

４，０００円 

 ⑶ 床面積の合計が１０

０平方メートルを超え

２００平方メートル以

下のもの 

１件につき ３

４，０００円 

 ⑷ 床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

３００平方メートル以

下のもの 

１件につき ３

７，０００円 

 ⑸ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

下のもの 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

１件につき ４

２，０００円 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

６ 法第７条第４項又は第

１８条第２１項の規定に

よる建築物に関する完了

検査で、法第７条の３第

５項又は第１８条第３０

項の規定による中間検査

合格証の交付を受けた建

築物を含むもの（次項及

び第７項の２に規定する

ものを除く。） 

 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

３００平方メートル以

［略］ 

１件につき ２

８，０００円 

 

 

 

 

 

 

３・４ ［略］ 

５ 法第７条第４項又は第

１８条第２１項の規定に

よる建築物に関する完了

検査（次項及び第７項に

規定するものを除く。） 

 

⑴ 床面積の合計が３０ 

平方メートル以下のも 

の 

 

 

 

 

 

 

１件につき １

４，０００円 

⑵ 床面積の合計が３０ 

平方メートルを超え１ 

００平方メートル以下 

のもの 

１件につき １

７，０００円 

⑶ 床面積の合計が１０ 

０平方メートルを超え 

２００平方メートル以 

下のもの 

１件につき ２

４，０００円 

⑷ 床面積の合計が２０ 

０平方メートルを超え 

５００平方メートル以 

下のもの 

 

 

 

 

１件につき ３

５，０００円 

⑸ ［略］ 

⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

６ 法第７条第４項又は第

１８条第２１項の規定に

よる建築物に関する完了

検査で、法第７条の３第

５項又は第１８条第３０

項の規定による中間検査

合格証の交付を受けた建

築物を含むもの（次項に

規定するものを除く。） 

 

 

⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

［略］ 

１件につき ３

３，０００円 

 



 

 

下のもの 

 ⑸ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

下のもの 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

 

１件につき ３

６，０００円 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

７ 法第７条第４項又は第

１８条第２１項の規定に

よる建築物に関する完了

検査（当該完了検査に係

る計画に法第８７条の４

に規定する昇降機に係る

部分が含まれるものに限

り、次項に規定するもの

を除く。） 

 ⑴・⑵ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

７の２ 法第７条第４項又

は第１８条第２１項の規

定による建築物に関する

完了検査（完了検査の申

請又は通知に係る計画が

建築物省エネ法第１１条

第１項の規定に基づく要

確認特定建築行為又は第

１２条第２項の規定に基

づく要通知特定建築行為

に係る建築物に関する場

合に限る。） 

第５項若しく

は第６項に規定

する建築物に関

する完了検査に

係る手数料の区

分に応じ、それ

ぞれ当該手数料

の額又は前項に

規定する手数料

の額に、次の各

号に掲げる区分

に応じ、当該各

号に定める額を

加算した額 

 ⑴ 床面積の合計が３０

平方メートル以下のも

の 

一の建築物につ

き ３，０００

円 

 ⑵ 床面積の合計が３０

平方メートルを超え１

００平方メートル以下

のもの 

一の建築物につ

き ５，０００

円 

⑶ 床面積の合計が１０ 

０平方メートルを超え 

２００平方メートル以 

下のもの 

一の建築物につ

き ６，０００

円 

⑷ 床面積の合計が２０ 

０平方メートルを超え 

３００平方メートル以 

下のもの 

一の建築物につ

き ７，０００

円 

下のもの 

 

 

 

 

⑸ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

７ 法第７条第４項又は第

１８条第２１項の規定に

よる建築物に関する完了

検査（当該完了検査に係

る計画に法第８７条の４

に規定する昇降機に係る

部分が含まれるものに限

る。） 

 

 ⑴・⑵ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ⑸ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

下のもの 

一の建築物につ

き ８，０００

円 

 

 ⑹ 床面積の合計が５０

０平方メートルを超え

１，０００平方メート

ル以下のもの 

一の建築物につ

き １１，００

０円 

⑺ 床面積の合計が１， 

０００平方メートルを 

超え２，０００平方メ 

ートル以下のもの 

一の建築物につ

き １６，００

０円 

 

⑻ 床面積の合計が２， 

０００平方メートルを 

超え１０，０００平方 

メートル以下のもの 

一の建築物につ

き ４１，００

０円 

 

 ⑼ 床面積の合計が１０ 

，０００平方メートル 

を超え５０，０００平 

方メートル以下のもの 

一の建築物につ

き ６６，００

０円 

 

 ⑽ 床面積の合計が５０ 

，０００平方メートル 

を超えるもの 

一の建築物につ

き １３３，０

００円 

８・９ ［略］  

１０ 法第７条の３第４項

又は第１８条第２９項の

規定による建築物に関す

る中間検査（次項に規定

するものを除く。） 

 

 ⑴～⑶ ［略］ ［略］ 

 ⑷ 床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

３００平方メートル以

下のもの 

１件につき ２

７，０００円 

 

 ⑸ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

下のもの 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

１件につき ３

３，０００円 

 

 

［略］ 

［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

１１～６８の３ ［略］ 

６８の４ 低炭素建築物新

築等計画の認定申請に対

する審査（省令第１０条

第２号イ⑴及びロ⑵又は

同号イ⑵及びロ⑴に定め

る基準に適合する住宅用 

次の各号に掲 

げる区分に応じ、

当該各号に定め 

る金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８・９ ［略］  

１０ 法第７条の３第４項

又は第１８条第２９項の

規定による建築物に関す

る中間検査（次項に規定

するものを除く。） 

 

⑴～⑶ ［略］ ［略］ 

 ⑷ 床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

下のもの 

１件につき ３

１，０００円 

 

 

 

 

 

 

⑸ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

１１～６８の３ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 途を含む建築物の住宅部

分の審査に限る。） 

⑴ 一戸建ての住宅 

ア 床面積の合計が２ 

００平方メートル未 

満のもの 

イ 床面積の合計が２ 

００平方メートル以 

上のもの 

⑵ 住宅用途を含む建築 

物の住宅部分 

ア 床面積の合計が３ 

００平方メートル未 

満のもの 

 

 

 

２９，０００円 

 

 

３３，０００円 

 

 

 

 

５９，０００円 

 

 

イ 床面積の合計が３ 

００平方メートル以 

上２，０００平方メ 

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２ 

，０００平方メート 

ル以上５，０００平 

方メートル未満のも 

の 

エ 床面積の合計が５ 

，０００平方メート 

ル以上のもの 

１００，０００

円 

 

 

１７５，０００

円 

 

 

 

２５６，０００

円 

６９ ［略］ 

７０ 低炭素建築物新築等 

計画の認定申請に対する 

審査（都市低炭素化促進 

法第５４条第２項の規定 

による建築基準関係規定 

の適合認定の審査の申出 

を伴うものに限る。） 

 ⑴ 次号に掲げるもの以

外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次のア及びイ

に定める額を合

計して得た額 

 ア 第６８項

各号、第６

８項の２各

号、第６８ 

項の３各号、

第６８項の 

４各号又は 

前項各号に 

掲げる区分 

に応じ、当 

該各号に定 

める額 

イ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６９ ［略］ 

７０ 低炭素建築物新築等 

計画の認定申請に対する 

審査（都市低炭素化促進 

法第５４条第２項の規定 

による建築基準関係規定 

の適合認定の審査の申出 

を伴うものに限る。） 

 ⑴ 次号に掲げるもの以

外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次のア及びイ

に定める額を合

計して得た額 

 ア 第６８項

各号、第６

８項の２各

号、第６８ 

項の３各号 

又は前項各 

号に掲げる 

区分に応じ、

当該各号に 

定める額 

 

 

イ ［略］ 



 

 

 ⑵ ［略］ ［略］ 

７１ 都市低炭素化促進法

第５５条第１項の規定に

よる低炭素建築物新築等

計画の変更の認定の申請

（以下「低炭素建築物新

築等計画変更の認定申請

」という。）に対する審 

 第６８項各号、

第６８項の２各 

号、第６８項の

３各号、第６８

項の４各号又は

第６９項各号に

掲げる区分に応 

 査（次項に規定するもの

を除く。） 

じ、当該各号に

定める額の２分

の１に相当する

額 

７２ ［略］ 

７３ 建築物省エネ法第１ 一の建築物ご 

 １条第１項又は第１２条

第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対す

る審査 

とに次に掲げる

額を合算して得

た金額 

 

 

 

 

 ⑴ 省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑴に定

める基準に適合するも

の 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０，０００円 

 

 

４４，０００円 

 

 

 

 

８０，０００円 

 

 

１３５，０００

円 

 

 

 

２３０，０００

円 

 

 

 

３３０，０００

 ⑵ ［略］  ［略］ 

７１ 都市低炭素化促進法 

第５５条第１項の規定に 

よる低炭素建築物新築等 

計画の変更の認定の申請 

（以下「低炭素建築物新 

築等計画変更の認定申請」

という。）に対する審査 

第６８項各号、

第６８項の２各 

号、第６８項の

３各号又は第６

９項各号に掲げ

る区分に応じ、 

当該各号に定め 

（次項に規定するものを 

除く。） 

 

 

る額の２分の１

に相当する額 

 

 

７２ ［略］ 

７３ 建築物のエネルギー 次の各号に掲 

 消費性能等の向上等に関

する法律（平成２７年法

律第５３号。以下「建築

物省エネ法」という。）

第１２条第１項又は第１

３条第２項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能適合性判定の申請に

対する審査 

 

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

円 

 

 ⑵ 省令第１条第１項第

２号イ⑵及びロ⑵に定

める基準又は第１０条

第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に適合する

もの 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

２０，０００円 

 

 

２２，０００円 

 

 

 

 

３８，０００円 

 

 

６６，０００円 

 

 

 

 

１２１，０００

円 

 

 

 

１８３，０００

円 

 

 ⑶ 省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑴に定

める基準と同号イ⑵及

びロ⑵に定める基準又

は第１０条第２号イ⑵

及びロ⑵に定める基準

を併用するもの 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９，０００円 

 

 

３３，０００円 

 

 

 

 

５９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

１００，０００

円 

 

 

 

１７５，０００

円 

 

 

 

２５６，０００

円 

 

 ⑷ 省令第１条第１項第

１号イに定める基準に

適合する同号に規定す

る建築物 

ア 床面積（市長が別 

に定める部分の床面 

積を除く。以下この 

項、次項第４号及び

第５号並びに第７９

項第４号及び第５号

において同じ。）の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

  イ～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 ⑸ 省令第１条第１項第

１号ロに定める基準に

適合する同号に規定す

る建築物 

  ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

７４ 建築物省エネ法第１

１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対す

る審査 

一の建築物ご

とに次に掲げる

額を合算して得

た金額 

 ⑴ 省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑴に定

める基準に適合するも

の 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

 

２０，０００円 

 

 

２２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 省令第１条第１号イ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

物 

ア 床面積（市長が別 

に定める部分の床面 

積を除く。以下この 

項、次項及び第８０ 

項において同じ。） 

の合計が３００平方 

メートル未満のもの 

 

 

  イ～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 ⑵ 省令第１条第１号ロ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

物 

  ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

７４ 建築物省エネ法第１

２条第２項又は第１３条

第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対す

る審査 

次の各号に掲 

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

 

４０，０００円 

 

 

６７，５００円 

 

 

 

 

１１５，０００

円 

 

 

 

１６５，０００

円 

 

 ⑵ 省令第１条第１項第 

２号イ⑵及びロ⑵に定 

める基準又は第１０条 

第２号イ⑵及びロ⑵に 

定める基準に適合する 

もの 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

１０，０００円 

 

 

１１，０００円 

 

 

 

 

１９，０００円 

 

 

３３，０００円 

 

 

 

 

６０，５００円 

 

 

 

 

９１，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ⑶ 省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑴に定 

める基準と同号イ⑵及 

びロ⑵に定める基準又 

は第１０条第２号イ⑵ 

及びロ⑵に定める基準 

を併用するもの 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４，５００円 

 

 

１６，５００円 

 

 

 

 

２９，５００円 

 

 

５０，０００円 

 

 

 

 

８７，５００円 

 

 

 

 

１２８，０００

円 

 

 ⑷ 省令第１条第１項第

１号イに定める基準に

適合する同号に規定す

る建築物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 ⑸ 省令第１条第１項第

１号ロに定める基準に

適合する同号に規定す

る建築物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

７５ 建築物省エネ法第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請に対する審査（次項に

規定する審査を除く。） 

 ［略］ 

 ⑴ 建築物省エネ法第３

０条第１項各号に掲げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 省令第１条第１号イ 

に定める基準に適合す 

る同号に規定する建築 

  物 

ア～キ ［略］ 

⑵ 省令第１条第１号イ 

に定める基準に適合す 

る同号に規定する建築 

物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

７５ 建築物省エネ法第３ 

４条第１項の規定に基づ 

く建築物エネルギー消費 

性能向上計画の認定の申 

請に対する審査（次項に 

規定する審査を除く。） 

［略］ 

 ⑴ 建築物省エネ法第３

５条第１項各号に掲げ

  

 



 

 

る基準に適合している

ことを示す書類が提出

された場合 

  ア～ウ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

⑵・⑶ ［略］ ［略］ 

 ⑷ 第１号以外の場合で、

省令第１０条第２号イ 

⑴及びロ⑵又は同号イ 

⑵及びロ⑴に定める基 

準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

 

 

 

 

２９，０００円 

 

 

３３，０００円 

 

 

 

 

５９，０００円 

 

 

１００，０００

円 

 

 

 

１７５，０００

円 

 

 

 

２５６，０００

円 

 ⑸ ［略］ 

⑹ ［略］ 

［略］  

［略］ 

７６ 建築物省エネ法第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請（建築物省エネ法第３

０条第２項の規定による 

申出を伴う申請に限る。 

）に対する審査 

［略］ 

⑴ 次に掲げる区分に応 

じそれぞれ次に定める 

額 

ア 床面積の合計が３ 

０平方メートル以下 

 

 

 

８，０００円 

 

る基準に適合している

ことを示す書類が提出

された場合 

  ア～ウ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

⑵・⑶ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ ［略］ 

⑸ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

７６ 建築物省エネ法第３ 

４条第１項の規定に基づ 

く建築物エネルギー消費 

性能向上計画の認定の申 

請（建築物省エネ法第３ 

５条第２項の規定による 

申出を伴う申請に限る。 

）に対する審査 

［略］ 

⑴ 次に掲げる区分に応 

じそれぞれ次に定める 

額 

ア 床面積の合計が３ 

０平方メートル以下 

 

 

 

７，０００円 

 



 

 

のもの 

イ 床面積の合計が３ 

０平方メートルを超 

え１００平方メート 

ル以下のもの 

ウ 床面積の合計が１ 

００平方メートルを 

超え２００平方メー 

トル以下のもの 

エ 床面積の合計が２ 

００平方メートルを 

超え３００平方メー 

トル以下のもの 

オ 床面積の合計が３ 

００平方メートルを 

超え５００平方メー 

トル以下のもの 

カ ［略］ 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

 

２０，０００円 

 

 

 

３４，０００円 

 

 

 

３６，０００円 

 

 

 

３９，０００円 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

⑵ ［略］ ［略］ 

７７ 建築物省エネ法第３

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査（

次項に規定する審査を除 

く。） 

 ［略］ 

 ⑴ 建築物省エネ法第３

０条第１項各号に掲げ

る基準に適合している

ことを示す書類が提出

された場合 

ア～ウ ［略］ 

［略］ 

⑵・⑶ ［略］ ［略］ 

 ⑷ 第１号以外の場合で、

省令第１０条第２号イ 

⑴及びロ⑵又は同号イ 

⑵及びロ⑴に定める基 

準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

 

 

 

 

 

 

１４，５００円 

 

 

１６，５００円 

 

 

 

のもの 

イ 床面積の合計が３ 

０平方メートルを超 

え１００平方メート 

ル以下のもの 

ウ 床面積の合計が１ 

００平方メートルを 

超え２００平方メー 

トル以下のもの 

エ 床面積の合計が２ 

００平方メートルを 

超え５００平方メー 

トル以下のもの 

  

   

 

 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

 

１４，０００円 

 

 

 

２４，０００円 

 

 

 

３１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

⑵ ［略］ ［略］ 

７７ 建築物省エネ法第３

６条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査（

次項に規定する審査を除 

く。） 

［略］ 

 ⑴ 建築物省エネ法第３

５条第１項各号に掲げ

る基準に適合している

ことを示す書類が提出

された場合 

ア～ウ ［略］ 

 ［略］ 

⑵・⑶ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

 

２９，５００円 

 

 

５０，０００円 

 

 

 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

⑸ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

 

８７，５００円 

 

 

 

 

１２８，０００

円 

 

［略］ 

［略］ 

７８ 建築物省エネ法第３

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請（同条第２項に

おいて準用する建築物省

エネ法第３０条第２項の

規定による申出を伴う申

請に限る。）に対する審

査 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ ［略］ 

 ⑸ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 ［略］ 

７８ 建築物省エネ法第３

６条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請（同条第２項に

おいて準用する建築物省

エネ法第３５条第２項の

規定による申出を伴う申

請に限る。）に対する審

査 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

７９ 建築物省エネ法第４

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能に係る認定の申請に

対する審査 

 ⑴ 建築物省エネ法第２

条第３号に掲げる基準

に適合していることを

示す書類が提出された

場合 

  ア 一戸建ての住宅 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

次に掲げる額

を合算して得た

金額 

 

 

 

 

 

 

 

５，０００円 

 

 

１１，０００円 

 

 

２３，０００円 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｳ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの 

ウ 非住宅用途を含む 

建築物の非住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上１，０００

平方メートル未満

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が

１，０００平方メ

ートル以上２，０

００平方メートル

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

    (ｵ)  床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上１０，

０００平方メート

ル未満のもの 

      (ｶ) 床面積の合計が 

１０，０００平方 

メートル以上２５ 

，０００平方メー 

トル未満のもの 

      (ｷ) 床面積の合計が

２５，０００平方

メートル以上のも

の 

⑵ 前号以外の場合で、 

省令第１条第１項第２ 

号イ⑴及びロ⑴に定め 

る基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 

 (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

５２，０００円 

 

 

 

 

９４，０００円 

 

 

 

 

１１，０００円 

 

 

１９，０００円 

 

 

 

 

３１，０００円 

 

 

 

 

９４，０００円 

 

 

 

 

１４９，０００

円 

 

 

 

１８８，０００

円 

 

 

 

２３５，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

４０，０００円 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建 

築物の住宅部分 

   (ア) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

   (ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

   (エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの 

⑶ 第１号以外の場合で、

省令第１条第１項第２ 

号イ⑵及びロ⑵又は同 

号イ⑶及びロ⑶に定め 

る基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 

 (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建 

築物の住宅部分  

(ア) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

   (ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

   (エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

４４，０００円 

 

 

 

 

８０，０００円 

 

 

１３５，０００

円 

 

 

 

２３０，０００

円 

 

 

 

３３０，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

２０，０００円 

 

 

２２，０００円 

 

 

 

 

３８，０００円 

 

 

６６，０００円 

 

 

 

 

１２１，０００

円 

 

 

 

１８３，０００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ートル以上のもの 

⑷ 第１号以外の場合で、

省令第１条第１項第１ 

号イに定める基準に適 

合する非住宅用途を含 

む建築物の非住宅部分 

ア 床面積の合計が３ 

００平方メートル未 

満のもの 

  イ 床面積の合計が３ 

００平方メートル以 

上１，０００平方メ 

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が１ 

 ，０００平方メート 

ル以上２，０００平 

方メートル未満のも 

の 

  エ 床面積の合計が２ 

，０００平方メート 

ル以上５，０００平 

方メートル未満のも 

の 

  オ 床面積の合計が５ 

，０００平方メート 

ル以上１０，０００ 

平方メートル未満の 

もの 

  カ 床面積の合計が１

０，０００平方メー 

トル以上２５，００ 

０平方メートル未満 

のもの 

  キ 床面積の合計が２

５，０００平方メー 

トル以上のもの 

 ⑸ 第１号以外の場合で、

省令第１条第１項第１ 

号ロに定める基準に適 

合する非住宅用途を含 

む建築物の非住宅部分 

ア 床面積の合計が３ 

００平方メートル未 

満のもの 

  イ 床面積の合計が３ 

００平方メートル以 

上１，０００平方メ 

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が１ 

 ，０００平方メート 

 

 

 

 

 

 

２６７，０００

円 

 

３３４，０００

円 

 

 

４３２，０００

円 

 

 

 

６１６，０００

円 

 

 

 

７５９，０００

円 

 

 

 

８９８，０００

円 

 

 

 

１，０２４，０

００円 

 

 

 

 

 

 

１０２，０００

円 

 

１３０，０００

円 

 

 

１７１，０００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７９ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律施行規則第１３条の

規定に基づく軽微な変更

に該当していることを証

する書面の交付に対する

手数料 

 

一の建築物ご

とに次に掲げる

額を合算して得

た金額 

 ⑴ 省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑴に定

める基準に適合するも

の 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

 

 

 

 

 

２０，０００円 

 

 

２２，０００円 

 

 

 

 

４０，０００円 

 

 

６７，５００円 

 

 

 

 

ル以上２，０００平 

方メートル未満のも 

の 

  エ 床面積の合計が２ 

，０００平方メート 

ル以上５，０００平 

方メートル未満のも 

の 

  オ 床面積の合計が５ 

   ，０００平方メート 

ル以上１０，０００ 

平方メートル未満の 

もの 

  カ 床面積の合計が１

０，０００平方メー 

トル以上２５，００ 

０平方メートル未満 

のもの 

  キ 床面積の合計が２

５，０００平方メー 

トル以上のもの 

 

 

 

２７７，０００

円 

 

 

 

３６２，０００

円 

 

 

 

４３５，０００

円 

 

 

 

５１０，０００

円 

 

８０ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律施行規則（平成２８

年国土交通省令第５号）

第１１条の規定に基づく

軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交

付に対する手数料 

次の各号に掲 

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

１１５，０００

円 

 

 

 

１６５，０００

円 

 

⑵ 省令第１条第１項第 

２号イ⑵及びロ⑵に定 

める基準又は第１０条 

第２号イ⑵及びロ⑵に 

定める基準に適合する 

もの 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

１０，０００円 

 

 

１１，０００円 

 

 

 

 

１９，０００円 

 

 

３３，０００円 

 

 

 

 

６０，５００円 

 

 

 

 

９１，５００円 

 

 ⑶ 省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑴に定

める基準と同号イ⑵及

びロ⑵に定める基準又

は第１０条第２号イ⑵

及びロ⑵に定める基準

を併用するもの 

ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル未満のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   (ｲ) 床面積の合計が 

２００平方メート 

ル以上のもの 

  イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル未満のもの 

   (ｲ) 床面積の合計が 

３００平方メート 

ル以上２，０００ 

平方メートル未満 

のもの 

   (ｳ) 床面積の合計が 

２，０００平方メ 

ートル以上５，０ 

００平方メートル 

未満のもの 

   (ｴ) 床面積の合計が 

５，０００平方メ 

ートル以上のもの 

１６，５００円 

 

 

 

 

２９，５００円 

 

 

５０，０００円 

 

 

 

 

８７，５００円 

 

 

 

 

１２８，０００

円 

 

⑷ 省令第１条第１項第 

１号イに定める基準に 

適合する同号に規定す 

る建築物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

⑸ 省令第１条第１項第 

１号ロに定める基準に 

適合する同号に規定す 

る建築物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 省令第１条第１号イ 

に定める基準に適合す 

る同号に規定する建築 

  物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

⑵ 省令第１条第１号ロ 

に定める基準に適合す 

る同号に規定する建築 

  物 

ア～キ ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 
 

 備考  備考  

  １ 法第６条第１項又は第１８条第２項（法第

８７条第１項において準用する場合を含む。

）の規定による建築物に関する確認の申請又

は計画の通知を行う場合の床面積の合計の算

定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げるものとする。 

  １ 法第６条第１項又は第１８条第２項（法第

８７条第１項において準用する場合を含む。

）の規定による建築物に関する確認の申請又

は計画の通知を行う場合の床面積の合計の算

定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げるものとする。 

   ⑴ ［略］    ⑴ ［略］ 

   ⑵ 確認を受けた建築物の計画を変更して建 

築物を建築する場合（移転する場合を除く。

）当該計画の変更に係る部分の床面積の２ 

分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）。ただし、第 

２項の２においては当該建築に係る部分の 

床面積。 

   ⑵ 確認を受けた建築物の計画を変更して建 

    築物を建築する場合（移転する場合を除く。

    ）当該計画の変更に係る部分の床面積の２ 

分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積） 

   ⑶・⑷ ［略］    ⑶・⑷ ［略］ 

  ２・３ ［略］   ２・３ ［略］ 

  ４ 第２項の２において「その他の認定等」と

は、次に掲げる認定又は書面の交付をいう。 

  



 

 

   ⑴ 長期優良住宅法第６条第１項の規定によ

る長期優良住宅建築等計画の認定又は品確

法第６条の２第５項に規定する確認書若し

くは住宅性能評価書の交付 

 

   ⑵ 都市低炭素化促進法第５４条第１項の規

定による低炭素建築物新築等計画の認定 

 

   ⑶ 建築物省エネ法第３０条第１項の規定に

よる建築物エネルギー消費性能向上計画の

認定 

 

  ５ ［略］   ４ ［略］ 

  ６ ［略］   ５ ［略］ 

  ７ ［略］   ６ ［略］ 

  ８ 第７３項第１号イ及び第３号イ、第７４項 

第１号イ及び第３号イ、第７５項第１号イ、 

第２号イ及び第４号イ、第７７項第１号イ、 

第２号イ及び第４号イ、並びに第７９項第１ 

号イ及び第３号イにおいて「床面積の合計」 

とは、省令第４条第３項第２号の規定により 

設計一次エネルギー消費量を算出した場合に 

おいては、共用部分の床面積を除いたものと 

する。 

７ 第７５項第１号イ及び第２号イ、第７７項 

第１号イ及び第２号イ並びに第７９項第１号 

イ、第２号イ及び第３号イにおいて「床面積 

の合計」とは、省令第４条第３項第２号の規 

定により設計一次エネルギー消費量を算出し 

た場合においては、共用部分の床面積を除い 

たものとする｡ 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例（次項において「

改正後の条例」という。）の規定（別表第１項（計画を変更して建築物を建築する

場合に限る。）、第２項の２（計画を変更して建築物を建築する場合に限る。）、

第５項、第６項、第７項の２及び第１０項の規定を除く。）は、この条例の施行の

日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事

務に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例別表第１項（計画を変更して建築物を建築する場合に限る。）、第

２項の２（計画を変更して建築物を建築する場合に限る。）、第５項、第６項、第

７項の２及び第１０項の規定は、この条例の施行の日以後にその工事に着手する建

築物に関する事務に係る手数料について適用し、同日前にその工事に着工した建築

物に関する事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

 


